
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和２年８月２５日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 川合保生 ㊞

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

福祉の家について

⑴ 第三セクターに対する国の指導は何かあるか。

⑵ 改修の費用はどれだけか。今の財政計画で対応できる

のか。

⑶ 全国的に第三セクターの見直しがされているが、早急

に対策を検討すべきではないか。

２

長久手市内の県道の植栽維持管理について

⑴ 現在の管理方法はどんな状況であるのか。県に対して

はどう要求しているのか。

⑵ 市道との差がありすぎるがどうにかならないのか。

３

長湫中部 1号緑地再整備工事について

⑴ 施設にかかる費用が過大ではないか。

⑵ 精査したのか。


